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知
ら
せ

お
知
ら
せ

乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証
の

更
新
申
請
に
つ
い
て

　

9
月
は
、
乳
幼
児
医
療
費
受
給

者
証
の
更
新
時
期
で
す
。（
0
歳

児
を
除
く
。）
現
在
お
持
ち
の
受

給
者
証
は
、
有
効
期
限
が
9
月
末

日
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
更
新

の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者　

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
1
歳
か

ら
就
学
前
ま
で
の
児
童

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑
（
認
め
印
可
）

・
児
童
の
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
世
帯
全
員
（
児
童
は
除
く
。）

の
所
得
課
税
証
明
書
（
平
成
28

年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ

た
方
の
み
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド

（
通
知
カ
ー
ド
の
持
参
及
び
記
入

が
な
く
て
も
受
付
し
ま
す
。）

▼
受
付
期
間
及
び
時
間

　

９
月
１
日（
木
）～
30
日（
金
）

　

8
時
30
分
～
17
時
15
分

　

（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
。）

※
郵
送
で
も
受
付
で
き
ま
す
。

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
９-

２
１
１
２

お
知
ら
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド

を
紛
失
さ
れ
た
方
へ　

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド

を
紛
失
や
焼
失
さ
れ
た
場
合
、
再

交
付
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
通
知
カ
ー
ド
の
再
交
付
を

せ
ず
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）
を
作
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

▼
通
知
カ
ー
ド
の
再
交
付
申
請

　

再
交
付
申
請
書
を
窓
口
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
な
ど
顔
写
真
付
き

の
も
の
は
１
点
、
健
康
保
険
証
・

預
金
通
帳
な
ど
顔
写
真
の
付
い
て

い
な
い
も
の
は
２
点
）
と
、
手
数

料
（
１
枚
に
つ
き
５
０
０
円
）
と
、

認
め
印
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
申

請
か
ら
約
１
か
月
後
に
、
転
送
不

要
の
簡
易
書
留
で
住
民
票
の
住
所

地
に
届
き
ま
す
。

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人

番
号
カ
ー
ド
）
の
発
行
申
請

　

窓
口
で
本
人
確
認
後
、
申
請
書

を
お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
顔
写
真

を
貼
っ
て
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

カ
ー
ド
を
作
成
す
る
地
方
公
共
団

体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
へ
送
付
し

て
く
だ
さ
い
。
申
請
か
ら
お
渡
し

ま
で
１
か
月
半
～
２
か
月
程
度
か

か
り
ま
す
。
初
回
発
行
手
数
料
は

無
料
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

　
　
　
　

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　
　

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　
　

☎
８
６
９-

２
１
１
２

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル
（
無
料
）

☎
０
１
２
０-

９
５-

０
１
７
８

平
日
／
９
時
30
分
～
20
時

土
、
日
、
祝
日
／
９
時
30
分
～

17
時
30
分

お
知
ら
せ

国
民
年
金
だ
よ
り

▼
あ
な
た
の
年
金
記
録
の
確
認
は

お
済
み
で
す
か
？

　

ね
ん
き
ん
定
期
便
な
ど
に
よ
り

自
身
の
年
金
記
録
を
確
認
い
た
だ

き
、
少
し
で
も
心
配
が
あ
り
ま
し

た
ら
、「
ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね

ん
き
ん
ネ
ッ
ト
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」

へ
お
電
話
い
た
だ
く
か
、
思
い
当

た
る
状
況
を
メ
モ
し
て
い
た
だ
き
、

お
近
く
の
年
金
事
務
所
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▼
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
！

　

年
金
記
録
が
間
違
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
方
は
、
年
金
記
録
の
訂

正
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

四
国
厚
生
支
局
に
お
い
て
は
、

様
々
な
調
査
を
行
い
、
中
国
四
国

地
方
年
金
記
録
訂
正
審
議
会
の
審

議
結
果
に
基
づ
き
訂
正
（
不
訂

正
）
の
決
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

古
い
期
間
の
記
録
の
調
査
に
お

い
て
は
、
会
社
に
給
与
台
帳
が

残
っ
て
い
な
い
、
所
得
証
明
が
と

れ
な
い
な
ど
、
証
拠
と
な
る
資
料

の
収
集
が
困
難
と
な
り
、
記
録
訂

正
に
結
び
つ
か
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
。

　

ご
自
身
の
年
金
記
録
に
少
し
で

も
心
配
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
早

め
に
年
金
事
務
所
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

高
知
西
年
金
事
務
所

☎
８
７
５-

１
７
１
７

　

ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０-

０
５
８-

５
５
５

※
お
客
様
の
電
話
番
号
が
０
５
０

で
始
ま
る
場
合

☎
０
３-

６
７
０
０-

１
１
４
４

お
知
ら
せ

平
成
28
年
社
会
生
活
基
本
調
査

▼
調
査
概
要

　

10
月
20
日
現
在
で
社
会
生
活
基

本
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
総
務
省
統
計
局

が
都
道
府
県
を
通
じ
て
行
う
統
計

調
査
で
す
。
国
民
の
生
活
時
間
の

使
い
方
や
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
状
況

を
調
べ
、
よ
り
よ
い
暮
ら
し
と
社

会
の
た
め
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
地
区
へ
は
９
月
上
旬
か
ら

調
査
員
が
お
伺
い
し
ま
す
。
調
査

へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
調
査
員
は
高
知
県
知
事
が
発
行

し
た
「
調
査
員
証
」
を
携
帯
し

て
い
ま
す
。

▼
調
査
対
象
地
区

・
旭
町

・
枝
川
（
西
浦
４
区
２
、
八
代
２

区
）

・
八
田
（
５
区
）

・
大
内
（
中
ノ
谷
、
高
野
ヶ
谷
）

■
問
い
合
わ
せ

　

高
知
県
統
計
課

☎
８
２
３-

９
３
４
６


